
第2 釧路地方。家庭裁判所管轄区域図
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合計 28，052．89 1 866,254

※人口は，令和3年5月31日現在の北海道
総合政策部地域行政局市町村課調「住基ネット
における人口【参考値】 」による。
※面積は，令和3年4月1日現在の国土地理

院集計「令和3年全国都道府県市区町村別面
積調」による。

※（ ）内は家裁出張所及び簡裁事件の
管轄地域で，管轄支部の内数で表示

※平成18年3月5日に，旧常呂町は合併し，
北見市となったが， 旧常呂町は網走支部の
管轄である。
（旧常呂町の面積・人口は統計数値がない。 ）
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